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「ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!」を勝手に使うと著作権侵害!? 

 

   

 

 

株式会社アスキー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤辰男）は、「2 ちゃんねる」を

はじめとするユーザー参加型のネットワークコミュニティの著作権をテーマにした書籍『2 ちゃんね

るで学ぶ著作権』を２００６年７月４日に刊行いたします。著者は元アップルコンピュータ法務部長

で弁護士・大宮法科大学院大学教授の牧野和夫氏、そして 2 ちゃんねる管理人でニワンゴ取締

役の西村博之氏です。 

誰もがコンテンツの発信者になれるのがネットワークコミュニティの特徴ですが、デジタルコンテ

ンツは簡単に再利用できるため、誰もが誰かの著作権を侵害しうるのも特徴のひとつです。本書

は「最前線」である 2 ちゃんねるをテーマにした牧野氏と西村氏の対談を元に、デジタルコンテン

ツの著作権の入門書として、多くの方に楽しんでいただける内容になっております。ぜひ貴紙・誌、

サイトでご紹介いただきたく、ご案内申し上げます。 

 

■主な内容 

●著作権の定義をかみくだいて解説。 「ｷﾀ━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━!!!!」 は著作物!?        

著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の

範囲に属するもの」を著作物と定義しています。では「ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!!」

は著作物といえるのか。 「ｷﾀ━━━━━━＼(ﾟ∀ﾟ)／━━━━━━!!!!」は翻案権の侵害？ 

●著作権の「最前線」２ちゃんねるが題材。 コピペはどこまで OK？まとめサイトは？          

新聞社の記事を掲示板に投稿したときの問題、掲示板サイトの内容を無断に編集したまとめサイ

トの問題点など、「最前線」である 2 ちゃんねるをテーマに、著作権がわかります。 

●管理人ひろゆきの思いがわかる。 2 ちゃんねるの規約が変わった意味とは？              
6月 16日、本書の対談をきっかけに2ちゃんねるの投稿規約が変更されました。利用者1000万

人以上といわれる国内最大のコミュニティサイトを運営する西村氏の悩みを牧野和夫弁護士が

解決。コミュニティサイトの運営者が利用規約をどのように定めるべきかのヒントがあります。 

 

２ちゃんねるで学ぶ著作権 
  弁護士・大宮法科大学院大学教授     2 ちゃんねる管理人・ニワンゴ取締役 

牧野和夫 × 西村博之 

>>> こんな方にお勧めします <<< 

 
・ ブログやコミュニティサイトの掲示板で記事やコメントを書いたことがある方 

気付かないうちに他人の著作権を侵害しているかもしれません。 
・ ブログが「炎上」してしまった方 

どこまでが正当な批評で、どこからが侮辱罪や名誉毀損にあたるのかわかります。 
・ わかりやすい著作権の入門書を探している方 

2ちゃんねるを題材に、著作権が楽しく学べます。 



 

 

 

■本書の概要 

 

 

■目次 （内容、目次は変更される可能性があります）                             

■第 1章 著作権の基礎 ‒ 顔文字は著作物か 

「ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!!!」は著作物かもしれない／鳥獣戯画の著作権を横取りする方法／2
ちゃんねるの書き込みはだれの著作物？／コラム：大陸法と英米法 

■第 2章 「2 ちゃんねる発」 コンテンツと著作権 ‒ まとめサイトは電車男の著作権を侵害しているか 

「引用」なのでログ使用料は払えません／「まとめサイト」は複製権の侵害／2 ちゃんねる発キャラクタ
ーの著作権／「ビスケたん」はオレのモノだ！／コラム：法源とはなにか 

■第 3章 コピー＆ペーストはどこまで合法か 2 ちゃんねるに流入するコンテンツと著作権 

ニュース記事の転載で「1」を逮捕／違法サイトへのリンクは「書き方」によっては合法／個人サイトを
晒すとどんな罪になる？／「ヘルスで本番」は合法なんです／替え歌は著作権侵害？／決め台詞と
アスキーアートを一緒に書くと……／コラム：理系と文系の”rules” 

■第 4章 「それって合法？」 身近な法律問題 

違法なオフ会、合法なオフ会／PSP は 18 禁／コラム：法の体系と優先順位 

■第 5章 不正利用に強い利用規約 2 ちゃんねるの「ただ乗り」に対抗するには？ 

2 ちゃんねるはひろゆきのものなのか？／2 ちゃんねるの規約を変更しよう！ 

 

■著者紹介 

牧野和夫［まきのかずお］ 

大宮法科大学院大学教授。弁護士、弁理士、米国ミシガン州弁護士（芝綜合法律事務所所属） 

1958 年まれ。1981 年早稲田大学法学部卒、1991 年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号。いすゞ

自動車（株）課長・審議役、アップルコンピュータ（株）法務部長、Business Software Alliance（BSA）日本代

表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、東京理科大学大学院客員教授を歴任。

日経文庫「ネットビジネスの法律知識」（日本経済新聞社 2001 年）、「インターネットの法律相談」（学陽書

房 2003 年）などの著書がある。 

西村博之［にしむらひろゆき］ 

2ちゃんねる管理人。ニワンゴ取締役。1976年、神奈川県生まれ東京育ち。1998年、中央大学（心理学専

攻）在学中に合資会社東京アクセスを設立。ウエブサイトの制作、システム開発等の仕事を始める。1998

年夏、米国アーカンソー州に留学。1999 年 5 月、掲示板サイト『2 ちゃんねる』を開設。「思い出に残る食

事」（バジリコ 2003 年）、「元祖しゃちょう日記」（講談社 2004 年）などの編書、著書がある。 
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